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評価実施期間(契約日から報告書提出日)

利用者調査実施時期
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事業所名称 リハビリー・クリーナース

設置者名称 社会福祉法人　北海道リハビリー
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代表者氏名 鈴木　正子
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分野・
評価調査者番号

評価調査者氏名 分野 評価調査者番号

木村 靖子 福祉医療保健

電話番号 011-299-2931

評価機関名 サード・アイ合同会社

認証番号 北海道 20-001 

北海道福祉サービス第三者評価結果報告書

北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構　　宛

006-0022 

住所

札幌市手稲区手稲本町2条1丁目4-5
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評価結果公表事項(別表第２)

①第三者評価機関名

②運営者（指定管理者）に係る情報

所在地： ℡

③事業所の基本調査内容

別紙「基本調査票」のとおり

④総評

⑤第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑥評価対象項目に対する評価結果及びコメント

別紙「評価細目の第三者評価結果」のとおり

011ｰ375-2111

　今回の第三者評価の受審にあたりましては、利用者へのインタビューや職員への聞き取り調査等
を丁寧に実施していただき、感謝を申し上げます。
　総評にて、「評価の高い点」の内容に満足することなく、更なる支援向上を目指すとともに「質
の向上のために求められる点」として、ご助言頂きました項目につきましても、引き続き、利用者
様の意向・ニーズ等を確認し、福祉サービスの一層の向上に努めて参ります。

◇改善を求められる点

〒061ｰ1102　北海道北広島市西の里507番地１

別紙参照

北海道福祉サービス第三者評価結果公表事項

◇特に評価の高い点

サード・アイ合同会社

別紙参照

代表者氏名：石崎　岳

名称：社会福祉法人　北海道リハビリー



総 評 

＜評価の高い点＞ 

 

１，「組織としての相談体制」 

事業所では、職員としての心得や態度が具体的に書かれた「コミュニケーション

支援及び相談支援マニュアル」が作成されています。利用者が相談しやすい環境と

は、「職員の専門性が重要である」との認識が組織として明記されています。 

作業場には担当職員が常におり作業の指導を行っています。事務所職員も毎日、

工場内を巡回して声掛けを行い、利用者の心身の状況を把握するようにしていま

す。こうした中で、利用者の言動が気になる場合は直接、問いかけたり、担当職員

に伝えたりして利用者の変化を見逃さないようにしています。日常的に不安感が

強い利用者には、業務に必要な支援として、毎日定刻に相談対応を行っています。 

このように、利用者個々に気を配り、職種を横断して相談しやすい体制がとられ

ています。 

 

２，「障がい者の社会参加を支援する拠出金」 

「社会生活向上マニュアル」をもとに、利用者の社会生活の向上に向けた支援が

行われています。利用者の学習意欲を向上させるために、クリーニング師・手話通

訳などの資格取得試験には、法人内規定にある「利用者社会参加支援金」から助成

金が支給となります。助成の対象範囲は広く、余暇支援を含めた外出による社会

参加、交流に関わる費用の一部にも拠出されます。 

就労系の福祉事業所として、仕事だけに留まらず、利用者の生き甲斐にもつな

がる希望や意向が後押しされています。 

 

３，「経営課題を明確にした中長期計画」 

法人は売り上げが激減したコロナ禍を乗り切るために経営課題を明確にして、

中長期的な計画を持って軌道修正してきました。事業所単体でコスト削減に限界

があるところを、売上に対する費用対効果などをグラフ化して、法人全体として収

益が回復してきています。クリーニング部門は、コロナ禍で閉鎖した他社クリーニン

グ工場に替わり、新型コロナ５類移行後に観光客が戻ってきたホテル業界の需要

を捉えました。業界的に低料金が続いていましたが、営業部門の交渉力で単価アッ

プもできました。 

就労系の福祉事業所としては、働く利用者の確保のために法人をあげて、広報活

動等に力を入れています。こうした経過が第５期中期事業計画（2021～2023年）

からも読み取れました。法人全体の底力が利用者と職員を支える中長期計画となって

います。 
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「質の向上のために求められる点」 

 

１，「災害時における利用者家族への対応」 

法人として「西の里地区自主防災計画」に参画し、災害時の相互協力体制が構築

されています。福祉避難所としての協定も北広島市と締結済みで、「福祉避難所運

営マニュアル」が整備されています。災害時にも活用できるように、利用者の通勤

経路の早見表を作成、保管してあります。災害により送迎が難しい場合は、施設に

宿泊することも想定して備蓄品、緊急連絡先、服薬情報などの情報をまとめたファ

イルを作成・保管しています。利用者の服薬の処方箋変更時には、自己申告を依頼

し、個別支援計画更新時には処方箋薬の確認を行っています。 

家族への連絡方法については、家族が高齢のため電話以外の連絡方法がないこ

とが多く、連絡が取れない状況も予測されます。災害発生時に利用者が帰宅でき

ない場合を想定して、家族と具体的な対策を決めておくことにも期待します。 

 

２，「職員スキルアッププログラムの未来」 

 「職員スキルアッププログラム」は２０２０年から開始され２０２４年までを一覧で

きる様式になっています。今回の訪問調査時には４１名の正規職員からパート職員

までが網羅され、所属（作業・職場）役職・人事考課等級等が一目で確認できるよう

に整理されていました。職員一人ひとりの教育・研修の機会を確保・充実させるた

めの様式には別紙が用意されています。これから職員毎に書き込まれてスキルア

ップが恒常的に図られるところです。 

スキルアップといっても様々です。今できる作業を地道に継続することそのもの

がスキルである場合もあります。また、今の作業・支援力を高めて対人援助職を目

指す職員もあるかもしれません。どの職種でも共通するのは、目の前で一緒に働く

利用者と共に労働の喜びを分かち合うことです。 

折しも、高齢化が進み年齢的には介護保険対象の利用者も頑張っています。ど

の職員も利用者の心身の変化に日々、留意して、いつか訪れる退職の時期には、円

滑なサービス移行ができるよう支えることにも期待します。 

 

 

３，「より専門的な福祉サービスの提供のために」 

現場の福祉サービスの質向上に向けた体制としては、施設長・サービス管理責任

者・職業指導員・生活支援員等が中心となり、クリーニング業務の経験等からの課

題解決を図っています。ビジネスと福祉の両輪を回すという創設の意思を継ぎ、利

用者の工賃アップと働き甲斐・生き甲斐の向上を目指しています。職員の教育・研
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修を計画的に組み、「より専門的な福祉サービスの提供」という共通認識を全職員

に課しています。 

第三者評価は、２０１５（平成２７）年度より法人の計画として順次、事業所毎に受

けています。組織として更なる福祉サービスの質向上となるよう実施しているの

で、第三者評価共通評価基準の組織運営管理の項目においては過去の受審結果

が活かされています。受審はコロナ過では休止していましたが、2023（令和５）年

度より再開しました。更にその組織的な体制を活かすのであれば、事業所サービス

に直結する内容評価基準や、サービスの提供に関わる領域Ⅲの自己評価を各事業

所が部分的にでも行うことを期待します。 
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

1
Ⅰ-１-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図
られている。

ａ

法人共通の基本理念は、「利用者への支援」
「地域福祉への貢献」「法人の健全発展」が明
文化され、ホームページ・広報誌等の他、事業
所の要所に示されている。作業部門のミーティ
ングや会議等での唱和に留まらず、時事に応じ
て障がいのある者もない者も共に働く法人創設
の意思を確認している。基本方針は、「行動規
範」「利用者の人権に関する指針」「利用者の
虐待防止に関する指針」としている。基本理念
と同様に、ホームページ等で周知され、職員に
は職業倫理として内存化させている。

第三者評価結果 コメント

2
Ⅰ-2-(1)-①　事業経営をとりまく環境と経営状況が
的確に把握・分析されている。

ａ

事業所は、クリーニングを主力とした就労A型と
就労継続B型の利用者にサービス提供している。
得意先はホテルのためコロナ禍の影響が大き
く、法人をあげて赤字を乗り切った。通常の作
業を失った利用者は、法人内事業所でフォロー
した。法人の営業部門はコロナの5類移行を見越
して、国内外旅行客の復活により再開したホテ
ルの需要に備えた。長期間在籍している利用者
は高齢化してきたが、高等支援学校からの新卒
者や、より高い賃金や通勤等の利便性を求める
利用者の流入もある。売り上げを伸ばすための
大型機材の購入検討、障がい・高齢化に応じた
作業を可能にする作業補助機器の準備等、ク
リーニング業界の把握と利用者の就労動向の分
析を行っている。

3
Ⅰ-2- (1)-②　経営課題を明確にし、具体的な取組
を進めている。

ａ

売上が激減したコロナ禍を乗り切れたのは、経
営課題を中長期的な計画を持って軌道修正して
きたことにある。売上とコスト等、事業所単体
では限界があるところを、全事業所で活動をグ
ラフにして現状まで持ってきた。クリーニング
部門は、コロナ禍で閉鎖した他社工場があり、
営業を再開したホテル業界の需要に追いつかな
いところを捉えた。業界的に低料金が続いてい
たが単価アップの交渉もできた。働く利用者の
確保についても法人をあげて、広報活動等に力
を入れている。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-2-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果(障がい者･児施設)

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

4
Ⅰ-3-(1)-①　中・長期的なビジョンを明確にした計
画が策定されている。

ａ

第5期中期事業計画（2021～2023年）が策定さ
れ、年度毎に、4つの事業・運営の課題や達成目
標が記載されている。福祉事業では、2023年ま
でに、クリーナースの利用者は、A型17名、B型
65名を見込んでいる。また、施設利用者支援
コーディネーターが事業所と連携して利用者の
募集活動を展開している。 施設設備一覧には、
2027年までの洗濯機等の購入予算が組まれてい
る。中期予算（財務計画）は、2022年から2025
年まで組まれている。

5
Ⅰ-3-(1)-②　中・長期計画を踏まえた単年度の計画
が策定されている。

ａ

中期計画に基づき、法人全体と各事業の単年度
の計画が作成されている。「リハビリー・ク
リーナース」は、前文に「部門間の連携、ク
リーニング事業と利用者支援の安定に努め
…、」とある。施設運営・福祉事業・就労支援
事業に分けて計画で実行すべき事項を記載して
いる。

6
Ⅰ-3-(2)-①　事業計画の策定と実施状況の把握や評
価・見直しが組織的に行われ、職員が理解してい
る。

ａ

事業計画は、毎年2月に策定されて理事会・評議
員により協議・可決される。四半期・半期毎に
進捗状況の確認と検証が行なわれると共に、必
要な修正・補正等がなされる。ここへ至るまで
の過程としては、クリーニングの作業に携わる
職員の意見を求め、目標・課題等を話し合って
総括を管理者・管理職により、施設の事業計画
案として吸い上げられている。事業計画の周知
は、幹部職員会議で説明され、管理職・役職か
ら職制等を通して理解されるように働きかけて
いる。

7
Ⅰ-3-(2)-②　事業計画は、利用者等に周知され、理
解を促している。

ａ

事業計画は、ホームページに掲載している。ま
た、事業計画を利用者向けに作成して作業棟の
要所に据え付けている。計画の福祉サービス提
供に関する点は、事業所の重点取組事項につい
て、わかりやすようにかみ砕いた説明を行って
いる。また、サービス管理責任者・生活支援
員・職業指導員からも日常の作業・支援に関す
る場面でも説明を行っている。

Ⅰ-３　事業計画の策定

Ⅰ-３-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

8
Ⅰ-4-(1)-①　福祉サービスの質の向上に向けた取組
が組織的に行われ、機能している。

ｂ

現場の福祉サービスの質向上に向けた体制とし
ては、施設長（管理者を兼務）・サービス管理
責任者・職業指導員・生活支援員等が中心とな
り、クリーニング業務の経験等からの課題解決
を図っている。ビジネスと福祉の両輪を回すと
いう創設の意思を継ぎ、利用者の工賃アップと
働き甲斐・生き甲斐の向上を目指している。教
育・研修を計画的に組み、「より専門的な福祉
サービスの提供」という共通認識を全職員に課
している。但し、本項目が求めるPDCAサイクル
は第三者評価のような網羅的な基準項目による
実施である。「第三者評価の実施」を法人の事
業計画にあげているので今後に期待したい。

9
Ⅰ-4-(1)-②　評価結果にもとづき組織として取り組
むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施して
いる。

ｂ

第三者評価は、2015（平成27）年度より法人全
体の取り組みとして順次、事業所毎に受審して
いる。組織として、更なる福祉サービスの質向
上となるよう取り組んでおり、この共通評価基
準の組織運営管理の項目においては過去の受審
結果を活かしている。毎年度の受審は、コロナ
過では休止していたが、2023（令和5）年度より
再開した。更にその組織的な体制を活かすので
あれば、事業所サービスに関連する内容評価基
準やサービスの提供に関わる領域Ⅲの自己評価
を行うことを期待したい。

第三者評価結果 コメント

10
Ⅱ-1-(1)-①　管理者は、自らの役割と責任を職員に
対して表明し理解を図っている。

ａ

「リハビリー・クリーナース」の職制は、施設
長(管理者兼務）支援課長の管理職以下に、サー
ビス管理責任者・生活支援員・職業指導員・
（就労移行支援員）・目標工賃達成指導員・賃
金向上達成指導員の他、契約社員・パート社
員、そしてA型とB型の利用者を抱える大所帯で
ある。管理者の役割や職務分掌等の各種書面は
整い、その一つとして「クリーナース事業継続
計画(BCP)2023.04.01付」では災害対策本部長・
副部長となっている。管理者は、管理全般にお
いて、法人の基本理念等を踏まえた計画を実
行、利用者・職員に説明して理解を図ってい
る。

11
Ⅱ-1-(1)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するた
めの取組を行っている。

ａ

管理者は法令遵守の推進に向けて、社会就労セ
ンター施設長研修や指定障害福祉サービス事業
所等に対する集団指導を率先して受け、北海道
障がい者虐待・権利擁護研修には職員と共に受
講している。更に内部勉強会では、障がい者虐
待防止権利擁護研修・差別解消法・身体拘束適
正化等の研修を開催、職員に福祉事業所として
の責務を学ばせている。業務に利用者送迎も多
いことから安全運転管理向上講習会を受講、福
祉施設ＢＣＰ（事業継続計画）策定研修にも参
加している。

Ⅰ-４-(１)　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅱ-１-(１)　管理者の責任が明確にされている。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

3



評価結果詳細（障がい者・児施設）

12
Ⅱ-1-(2)-①　福祉サービスの質の向上に意欲をもち
その取組に指導力を発揮している。

ａ

事業所は、ホテル関連のクリーニングは大型洗
濯機や乾燥機等を新規導入し、収益を上げて利
用者の工賃アップを図っている。このためコロ
ナ過では大変な経営難だったが、法人一丸とな
り利用者と共に乗り切ってきた。利用者支援を
第一に考え、且つ、クリーニング工場としても
生産性を高める。この両立のために、パート・
嘱託で雇用された職員にも福祉関係の教育・研
修の機会を提供している。「リハビリー・ク
リーナース工賃向上計画」を策定し、道に提出
している。

13
Ⅱ-１-(２)-②　経営の改善や業務の実効性を高める
取組に指導力を発揮している。

ａ

法人内で営業を受け持つクリーニング事業部と
連携して、コロナ禍の3年間で就労部門の赤字を
最小化にした。同期間に撤退した他社のクリー
ニング工場に替り、新型コロナ5類移行を受け急
増した観光客で盛況なホテルの契約を取り、料
金を折衝した。工場を稼働したときの電気料金
の契約会社も試算してコスト減にした。

第三者評価結果 コメント

14
Ⅱ-2-(1)-①　必要な福祉人材の確保・定着等に関す
る具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

ａ

人材確保に関しては、法人の人事課において、
第5期中期計画（2021～2023年度）に「「リハビ
リー・クリーナース」生産現場の世代交代を見
据えて若手次世代職員を登用・新規採用を計画
的に推進する。」と記載がある。学校や企業の
説明会に参加し、新卒者の計画的な確保に努め
ている。法人ホームページの採用情報では、新
卒・途中の採用と「一日福祉体験」の応募欄が
ある。また、社会福祉主事任用資格やサービス
管理管理責任者は受講資格を見計らい、計画的
に受講を進めて事業所への帰属意識を高めてい
る。

15 Ⅱ-２-(１)-②　総合的な人事管理が行われている。 ａ

「利用者個々の尊厳と権利を尊重し、主体性
（自己決定・自己選択）を重視しながら、利用
者利益を最優先に考える等の福祉倫理及び価値
観を持つ者。」「組織の一員としての自覚を持
ち、周囲との連携を図り、率先して職務を遂行
する。」など、期待する職員像が明確である。
法人に人事課があり、職員個々の詳細なデー
ターを管理している。正社員は1等級から7等
級、契約職員・パートの考課表があり、人事考
課制度を実施している。市内外に複数の事業所
を運営しており、事業所間での人事異動から新
卒・途中採用まで総合的に管理している。

Ⅱ-１-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(１)　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

4



評価結果詳細（障がい者・児施設）

16
Ⅱ-2-(2)-①　職員の就業状況や意向を把握し、働き
やすい職場づくりに取組んでいる。

ａ

職員は、工場での作業を担う職業指導員から生
活支援員、嘱託社員からパート社員まで幅広い
雇用がある。メンタルヘルスチェックの実施機
関である産業医と連携して、個別職員へのメン
タル支援を行っている。大規模な洗濯機・乾燥
機等の稼働があり、「安全衛生委員会」等で、
安全衛生の確保や労働災害の周知・防止には特
に留意している。上司からワークライフバラン
スに配慮したコミュニケーションが取られてい
るほか、直属の管理職、法人本部総務課長など
複数の相談体制をとっている。政策に挙げられ
た定年延長制度及び継続雇用制度の改定も行っ
ている。

17
Ⅱ-2-(3)-①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を
行っている。

ａ

「キャリアパス準拠表」には、職員の職務の役
割や勤続年数等により受講すべき研修・取得す
べき資格が示されている。人事考課面接で職員
個々の目標や達成度が話し合われ、次期に向け
ての振り返りをしている。職員研修実施計画で
は、階層・分野・対象職制に応じて受講する研
修が振り分けられている。

18
Ⅱ-2-(3)-②　職員の教育・研修に関する基本方針や
計画が策定され、教育・研修が実施されている。

ａ

「職員研修要綱」に基本方針等が定められ、階
層別の研修が計画、実施されている。実行性を
高めるために「研修委員会」が設けられ毎年
度、研修内容や時期、人選等が協議されてい
る。法人では、利用者から職員への障がい者雇
用の促進も行われている。言語・聴覚の障がい
のある利用者とのコミュニケーションに専門性
を持たせるように、手話通訳や要約筆記の研修
機会も設けている。

19
Ⅱ-2-(3)-③　職員一人ひとりの教育・研修の機会が
確保されている。

ｂ

「職員スキルアッププログラム」は2020年から
開始され、2024年までを一覧できる様式になっ
ている。プログラムからは41名の正規職員から
パート職員までが網羅され、所属（作業・職
場）役職・人事考課等級等が列記されている。
職員一人ひとりの教育・研修の機会を確保・充
実させるために別様式が作成されている。今後
に期待したい。

20
Ⅱ-2-(4)-①　実習生等の福祉サービスに関わる専門
職の教育・育成について体制を整備し、積極的な取
組をしている。

ａ

実習生の受け入れに関しては「職場実習生受け
入れ要綱」を定めている。専門職の育成は、施
設の社会的責務と認識し、教育委員会と連携し
て地域の小中高校生のキャリア形成に協力して
いる。実習にあたっては、幹部職員が主体とな
り、効果的な実習となるよう学校側との事前の
協議と面談を実施し、本人の目的に沿った実習
となるようプログラムを作成している。終了後
は、学校の成果報告会に参加し、継続的な連携
に努めている。また、実習生の受け入れが職員
のスキル向上につながったことから、将来的に
法人全体として実習指導者の委員会の設立が検
討されている。

Ⅱ-２-(４)　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

21
Ⅱ-3-(1)-①　運営の透明性を確保するための情報公
開が行われている。

ｂ

法人のホームページで「リハビリー・クリー
ナース」が紹介され、写真や動画による利用者
の作業風景や送迎の様子が伝えられている。就
労継続支援事業A型とB型の他に、生活困窮者就
労訓練事業（5名）の受入れを表示している。同
ホームページには、広報誌「かがやき」が掲載
され、事業所紹介や地域行事参加の報告があ
る。情報公開のページには、事業計画書・事業
報告書などが掲載されている。情報公開は充実
してはいるが、本項目での前回の第三者評価結
果の課題改善については読み取れなかった。苦
情に限らない相談の体制や対応状況についての
公表にも期待したい。

22
Ⅱ-3-(1)-②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運
営のための取組が行われている。

ａ

法人本部の電算システムでは、商取引や販売に
関する管理が明確になっている。近年では経費
精算システムのソフトを導入した。内部監査の
ルールが定められ、顧問税理士の配置がある。
外部会計監査報告が行われ、クリーナースへの
特段の助言指導はない。

第三者評価結果 コメント

23
Ⅱ-4-(1)-①　利用者と地域との交流を広げるための
取組を行っている。

ａ

利用者は市内だけではなく広域から通勤・通所
している。各種の地域のイベントは掲示され、
ミーティングで伝えられる。コロナ過で休止し
ていた法人あげての地域の夏まつりが2023年8月
に再開できた。市内外の事業所が出店して利用
者が店員となる場面は、コロナの5類移行中でな
かったが、舞台の催事にテント内で楽しむ利用
者と常連の方が集まっていた。他に「西の里夏
祭り」など、地域と利用者が交流できるように
働きかけている。また、学校の職場体験やイン
ターンシップの受入れを行っている。

24
Ⅱ-4-(1)-②　ボランティア等の受入れに対する基本
姿勢を明確にし体制を確立している。

ａ

「ボランティア受け入れ要綱」を定め、地域社
会と事業所をつなぐ社会的役割としてボラン
ティアの受け入れを位置付けている。「ボラン
ティア受け入れマニュアル」では、受付・事前
打ち合わせ・当日オリエンテーション・施設、
職員の心構え・受け入れ準備を定めている。法
人として開催した夏祭りには多くの中・高・大
学生のボランティアを受け入れた。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-３-(１)　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ-３　運営の透明性の確保
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

25
Ⅱ-4-(2)-①　福祉施設・事業所として必要な社会資
源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われ
ている。

ｂ

利用者に関する連絡機関等のリストは、書面
ファイルとパソコン内に保存されている。利用
者の主な仕事がクリーニングと軽作業であるこ
とから、生活の質を高めるための社会資源リス
トは、これから更に整備する予定である。北広
島市の自立支援協議会、北海道身体障害福祉施
設協議会・北海道社会就労センター協議会等と
の連携がある。利用者は様々な障がいと、それ
ぞれに個性があり、悩みは障がいの有無に関わ
らずある。関係機関との連携では、市外の相談
員を交えて本人支援に努めている。社会資源リ
ストの充実と利用者の個人的な悩みにも寄り添
える他機関連携の継続にも期待したい。

7



評価結果詳細（障がい者・児施設）

26
Ⅱ-4-(3)-①　福祉施設・事業所が有する機能を地域
に還元している。

ａ

地域とのネットワークづくりとして「北広島市
自立支援協議会」や、福祉・医療等の専門職に
よる「西の里たすけあい会議」等に出席して地
域ニーズの把握に努めている。また、市内で徘
徊やそのおそれのある認知症高齢者や障がい者
が行方不明になった場合に迅速な対応を図るた
め、地域関係機関との連携体制の構築に努めて
いる。

27
Ⅱ-4-(3)-②　地域の福祉ニーズにもとづく公益的な
事業・活動が行われている。

ａ

「北広島市認知症高齢者等SOSネットワーク事
業」に参加して、徘徊又は徘徊の恐れのある認
知症高齢者や障がい者が行方不明になった場合
等において迅速な対応を図るため、地域関係機
関との連携体制の構築に努めている。北広島市
の広域消防指定として、ドクターヘリの離着陸
場に施設駐車場を提供している。「西の里隣接
防火対象物防災相互応援協定」では、近隣福祉
施設及び隣接医療機関に対する災害時の応援協
力体制をとっており、「西の里地区自主防災計
画」に参画している。災害時における福祉避難
所として、北広島市との災害時における福祉避
難所の設置及び運営に関する協定を結んでい
る。

第三者評価結果 コメント

28
Ⅲ-1-(1)-①　利用者を尊重した福祉サービス提供に
ついて共通の理解をもつための取組を行っている。

ａ

利用者の尊厳と権利、自立した生活と社会参加
が謳われている「基本理念」は、常に視界に入
るよう事業所の複数箇所に掲示されている。ま
た、法人手帳にも明記され、職員と利用者は全
員所持している。発達障がい等の特性に合わせ
た職業指導のフローチャートや障がいの重い人
への接し方、意思決定支援マニュアルなどのマ
ニュアルが複数用意されている。利用者の高齢
化に伴い金銭管理や諸手続きが難しくなってき
た利用者もおり、権利擁護の視点から成年後見
制度の活用も進めている。

29
Ⅲ-1-(1)-②　利用者のプライバシー保護等の権利擁
護に配慮した福祉サービス提供が行われている。

ａ

「利用者の人権に関する指針」「身体拘束等の
適正化に関する指針」「差別解消に関する相談
窓口の設置」等各種マニュアルが作成されてい
る。定期的に「虐待防止チェックリスト」を実
施し、職員の支援方法の振り返りや研修を行っ
ている。専用の面談室は、いつでも使用可能と
なっている。個々の障がい特性に合わせ、刺激
が入りずらい空間や車いす利用者用のテーブ
ル、聴覚障がい者向けの回転灯を設置してい
る。また、支援者も利用者も同じ職場で働く仲
間であるとの認識のもと、日々事業所内を巡回
する際に各自の思いを聞き取り、各々が働きや
すい職場となるよう環境の調整も行っている。
ホームページや広報誌には、プライバシー保護
について掲載し、家族に周知をはかっている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

30
Ⅲ-1-(2)-①　利用希望者に対して福祉サービス選択
に必要な情報を積極的に提供している。

ａ

「施設要覧」、「施設紹介パンフレット」、
「施設だより」等の資料は、玄関に設置されて
おり更新の都度入れ替えている。見学希望者に
対しては、関係機関と連携し、希望者の事情に
合わせ対応できるよう職員等のシフトや業務を
調整し希望に沿った見学プランを提供してい
る。実習体験は、半日から対応し、心身の状況
にも配慮している。利用希望者に関しては、必
ず職場実習を行いサービスの利用がスムーズに
行くよう留意している。

31
Ⅲ-1-(2)-②　福祉サービスの開始・変更にあたり利
用者等にわかりやすく説明している。

ｂ

契約時は「サービス利用契約書」「重要事項説
明書」「運営規定」「クリーナース利用のしお
り」「クリーナース利用時に提出が必要な書
類」の他、個々人に合わせた1日あたりのサービ
ス利用料金内訳を本人・家族へ説明して、同意
を得ている。同時にサービス種別に合わせ事業
所と利用者の権利義務に関しても確認してい
る。家族等が不在時や、契約が難しい場合は、
「契約利用困難者への対応」により、相談支援
事業所や行政機関と連携し支援していくことに
なっている。障がいの特性によっては文字より
も図や絵・写真を使用する事で理解が促進され
る場合もあり、説明書類の表現方法の工夫が期
待される。

32
Ⅲ-1-(2)-③　福祉施設・事業所の変更や家庭への移
行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応
を行っている。

ｂ

地域移行など居住場所の変更希望等があった場
合は、地域福祉推進室、相談支援事業所、行政
機関等と連携の上、見学等の日程調整や、通所
手段(法人送迎含む)や助成を受けられる内容に
ついても提示し、必要に応じ、行先には利用状
況等の情報提供も行っている。サービスが終了
した場合は、終了後の担当窓口などを記載した
「クリーナース退所後の繋がりについて」を渡
し、そこに至った経緯に関しては専用の書式に
記録し、退所後の対応についても説明してい
る。他法人の事業所に移行した例は少ないが、
福祉サービスの継続性に配慮した手順や引き継
ぎの方法を定めた書面の作成が期待される。

33
Ⅲ-1-(3)-①　利用者満足の向上を目的とする仕組み
を整備し、取組を行っている。

ａ

食に関しては「セレクト食調査」「給食アン
ケート」を実施している他、毎月開催している
給食運営会議には、代表利用者が参加して、よ
り具体的な意見や要望が反映されやすい体制と
なっている。今回の第三者評価受審を契機に
「利用者満足度アンケート調査」を取り入れ、
利用者のサービスの向上に真摯に取り組む姿勢
が見られる。利用者は事業所は就労する場所と
しての認識が強く、家族会等に対して関心が薄
い。利用者からの相談は、定期的且つ希望時は
随時対応しており、相談室も利用しやすい場所
にある。利用者の状況等に応じては、家族と連
携を図り、面談等への出席を依頼している。

Ⅲ-１-(２)　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ-１-(３)　利用者満足の向上に努めている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

34
Ⅲ-1-(4)-①　苦情解決の仕組みが確立しており、周
知・機能している。

ｂ

「苦情相談委員設置規定」「苦情解決事務取扱
要領」に基づき、苦情受付担当者、苦情解決責
任者、苦情相談員(第三者委員)が設置されてい
る。事業所内には苦情受付箱が置かれ苦情解決
の流れや苦情相談員の氏名や連絡先等は掲示さ
れているが利用される事はない。契約時にも、
苦情の受付の仕組みや窓口についても説明して
いるが、利用者が日常的に認識するには至って
いない。事業所は「施設だより」などを通じて
苦情の受付窓口の周知、全体集会での通知、家
族への苦情受付に対する書面郵送など、周知徹
底にむけた今後の具体策がある。今後が期待さ
れる。

35
Ⅲ-1-(4)-②　利用者が相談や意見を述べやすい環境
を整備し、利用者等に周知している。

ａ

「コミュニケーション支援及び相談支援マニュ
アル」には、職員の心得やコミュニケーション
態度が具体的に明記されており、利用者が相談
しやすい環境とは、職員の専門性が重要である
との認識を持っている。利用者には担当職員が
常に付いている他、事務所職員も毎日工場内を
巡回し、積極的に挨拶や声掛けを行っている。
心身の状況が気になる利用者には直接声をかけ
たり、担当職員に伝えるなど利用者の変化を見
逃さないようにしている。利用者も相談内容に
よって相談相手を選んでおり、気軽に相談でき
る環境になっている。

36
Ⅲ-1-(4)-③　利用者からの相談や意見に対して、組
織的かつ迅速に対応している。

ａ

「コミュニケーション支援及び相談支援マニュ
アル」には、利用者の尊厳を保つための支援者
としての具体的態度も示されている。相談が
あった場合は随時、原則サービス管理責任者が
対応する事が規定されている。面談や対応状況
等は、「利用者個人記録表」へ事実と推測を分
けて記録するよう職員には指導している。対応
状況についてはミーティングや会議を通じて情
報の共有化が図られている。相談の内容により
速やかな解決が難しい場合は、その旨を利用者
に説明しカンファレンスにて検討、関係者に周
知後、本人へ回答、対応後も再度評価し検討し
ていく流れになっている。

Ⅲ-１-(４)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

37
Ⅲ-1-(5)-①　安心・安全な福祉サービスの提供を目
的とするリスクマネジメント体制が構築されてい
る。

ｂ

「安全衛生管理規定」「安全衛生委員会規定」
があり、安全衛生委員会による職場巡視や自主
点検の結果は、会議で報告されている。「リス
クマネジメント及びコンプライアンス委員会」
設置のほか、事故防止や事故対応のマニュアル
等を整備するなど、リスクマネジメントに対す
る意識は高い。大型設備機器は「事故防止
チェックリスト」で点検、微細な変化を報告し
ている。業者を含めた定期的な設備等のメンテ
ナンス等を行い、職員全体に清掃・点検等の大
切さを周知している。また、ヒヤリハット事例
を別書式にて収集を行っている。今後、更なる
再発防止策に繋げるには、「事故防止チェック
リストの備考欄」や「ヒヤリハット」に記入さ
れた事例を量的に集積し発生要因を分析するこ
とが期待される。

38
Ⅲ-1-(5)-②　感染症の予防や発生時における利用者
の安全確保のための体制を整備し、取組を行ってい
る。

ｂ

「事業継続計画」に基づき、「施設内感染対策
委員会」を毎月開催している。法人作成の「衛
生管理・感染症予防対策マニュアル」があり、
コロナ禍では感染予防着の着脱手技の研修を
行った。「就業規則」では、A型の利用者も含む
職員の感染症に関わる特別休暇の取り扱いが明
記されている。食堂では、委託給食業者が作成
した「ノロウィルス感染症マニュアル」「感染
症・食中毒マニュアル」等の詳細なマニュアル
を確認した。新型コロナの5類への移行を受け感
染対応が変化している。今後は、ノロウィルス
等コロナ感染症以外の発生時の対応などについ
て、利用者と一緒に行う実技研修等にも期待し
たい。

39
Ⅲ-1-(5)-③　災害時における利用者の安全確保のた
めの取組を組織的に行っている。

ｂ

防災体制には「事業継続計画」や「福祉避難所
運営マニュアル」などで、災害時の指揮系統等
が明確になっている。「西の里地区自主防災計
画」では、災害時の相互協力体制が構築されて
いる。防災訓練は年2回実施、避難経路・方法の
確認等を行っている。また「福祉避難所運営マ
ニュアル」も整備されている。利用者の通勤経
路の早見表を紙ベースで保管し、物理的に送迎
が難しい場合は宿泊を想定して備蓄品の保管の
他、緊急連絡先、服薬情報他情報をまとめた
ファイルを鍵付きロッカーに保管している。処
方箋変更時には、自己申告を依頼し、個別支援
計画更新時に処方箋の確認を行っている。家族
が高齢のため電話以外の連絡方法がないことも
多く、災害時に帰宅できない場合の対応につい
て、家族と確認をしておくことが期待される。

Ⅲ-１-(５)　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

40
Ⅲ-2-(1)-①　提供する福祉サービスについて標準的
な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されて
いる。

ａ

クリナース提供の障がい福祉サービス概要に
は、障がいサービス等の概要と事業所概要が明
記されている。「コミュニケーション支援及び
相談支援マニュアル」「社会生活力向上マニュ
アル」「発達障害支援マニュアル」「個別支援
計画作成マニュアル」等、福祉サービスの基本
となる多数の支援マニュアルが整備されてい
る。各マニュアルには利用者を尊重した対応方
法についても具体的に明記されており、個々の
支援方法が標準的なマニュアルに沿った形で支
援が提供されているかについては、毎日管理者
が事業所内を巡回し、職員の対応や利用者の表
情などを確認しつつ都度声掛け助言している。

41
Ⅲ-2-(1)-②　標準的な実施方法について見直しをす
る仕組みが確立している。

ｂ

標準的な実施方法の検証・見直しに関しては、
今春に発生した送迎時ヒヤリハットのもと、重
大事故に繋がらないように状況分析し、送迎マ
ニュアルの見直しを行っている。また、制度の
改正や新たな知見が確認された時には必要性に
合わせ、ミーティング等の際に職員が提案しマ
ニュアルを見直している。事故防止の意識は高
く「事故防止チェックリスト」は毎日のミー
ティングで検証し、作業の手順などの変更は都
度実施されている。職員全体が意識して更なる
業務改善に繋げるためには、年度計画に全マ
ニュアルについて見直し有無を確認することを
盛り込むこと期待したい。

42
Ⅲ-2-(2)-①　アセスメントにもとづく個別的な福祉
サービス実施計画を適切に策定している。

ａ

「個別支援計画作成マニュアル」で、サービス
管理責任者の役割は明確になっている。初回の
アセスメントは利用者本人・家族共に事業所に
て、複数の専門職が同席し面談している。アセ
スメント内容は、所定の様式に記録し、サービ
ス管理責任者が個別支援計画原案を作成し、関
係職員を招集し協議・検討確定している。目標
に関しては、作業項目や標準値が明確になって
いる事から、利用者自身も具体的な目標を立て
やすく就労意欲に繋がっている。計画内容の進
捗に関しては、サービス管理責任者連絡会議に
て、サービスの提供状況について確認してい
る。相談支援事業所や社会福祉協議会など他機
関との連携も日常的に行われており、生活全般
に渡った支援の重要性が認識されている。

43
Ⅲ-2-(2)-②　定期的に福祉サービス実施計画の評
価・見直しを行っている。

ａ

モニタリングは最低半年に一回、事業所の面談
室にて複数の職員が利用者と面談し、計画の遂
行状況について確認している。日程の調整は部
門長が主体となり、本人及び担当職員が揃う日
程を調整している。新たな個別支援計画の目標
は各部署の職員の意見も参考に利用者と話し合
い、達成可能な目標を設定している。新たに更
新された個別支援計画の原案は、個別支援計画
作成会議を経て確定し、変更された個別支援計
画の内容は、関係職員に回覧し、確認する事が
義務付けられている。定期的な計画の見直し時
期以外であっても利用者の意向や状況に変化が
あった場合は、早急に面談し個別支援計画を変
更している。

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(２)　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-(１)　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

44
Ⅲ-2-(3)-①　利用者に関する福祉サービス実施状況
の記録が適切に行われ、職員間で共有化されてい
る。

ａ

記録の書式を定め、利用者個々に整理され保管
されている。更新された個別支援計画は都度、
回覧し現場の職員が確認する事を義務付けてい
る。また毎日のミーティングは必要な情報が伝
達され、会議録もある。記録する内容や書き方
については、「利用者個人記録表」「モニタリ
ング・個別支援計画作成マニュアル表」の記入
例もあり、初任者でも理解を容易にしている。
また、サービス管理責任者や施設長がパソコン
上でケース記録を確認し、必要時は修正、担当
者にフィードバック後、3カ月毎に印刷し台帳に
綴っている。個別支援作成会議等においても表
現方法について共通認識が持てるように具体的
に指導・助言を行っている。利用者に関わる主
要な記録は、PCデーターに保管されており、 関
係職員はパソコンにて閲覧できるシステムと
なっている。

45
Ⅲ-2-(3)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立
している。

ｂ

「個人情報保護規程等」「特定個人情報取扱要
綱」で、利用目的・開示・提供方法等に関わる
事項等が規定されている。個人情報が記録され
た電子媒体・書類等の持ち出しは禁止し、鍵付
きロッカー等で保管している。取扱管理者が持
ち出す必要がある場合は、パスワードの設定
等、盗難や紛失による情報漏えい防止策は講じ
られている。情報開示請求を意識して事実と推
測を分けて記録するよう普段から指導してい
る。今年度は実習生を受け入れしたが、記録の
閲覧に関しては、利用者の記録をマスキングす
る加工を加え、実習生に開示する「特定個人情
報取扱要綱」を意識した対応を試みている。契
約終了ケースの保管期間は5年間と規定している
が、利用再開の可能性も考え多くは廃棄せずに
倉庫で保管している。終了したケース記録の廃
棄も含めた管理や実習生への記録開示の、より
具体的な方法を期待したい。

Ⅲ-２-(３)　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

第三者評価結果 コメント

A
1
Ａ－１－（１）－①　利用者の自己決定を尊重した個別支
援と取組を行っている。

ａ

「社会生活力向上マニュアル」に基づき、エン
パワメントの理念を取り入れ、社会参加を実現
しようとしている。作業の中では必要に応じて
手話、メモパッド、光、音などを用いて様々な
障がいの利用者との意思疎通を可能として、仕
事を進めていく中で不安がないような環境を整
えている。SST（ソーシャルスキルトレーニン
グ）を取り入れ、「すごろく」などを用いなが
ら楽しみながらも社会的なルール・マナーを取
得できるプログラムを始めている。

A
2
Ａ－１－（２）－①　利用者の権利侵害の防止等に関する
取組が徹底されている。

ａ

法人の機関紙「かがやき」「クリナース　施設
だより」の紙面、ホームページ掲載内容、施設
内やクリーニング工場内の掲示物の随所に権利
擁護に関する文言がみられる。サービス利用開
始時においては、利用者本人と家族へ権利擁護
について説明、周知を図っている。月に１回、
虐待などについての職員内部研修を行ってい
る。

A
3
Ａ－２－（１）－①　利用者の自律・自立生活のための支
援を行っている。

ａ

「社会生活向上マニュアル」に基づき、エンパ
ワメントの理念を取り入れ、自律・自立に向け
た支援が行われている。個別支援計画作成時に
は本人との面談の基、現在、将来を含めた希望
する生活を聞き取り、実現に向けた生活、仕事
の両面での自立・自律に向けた支援を実現して
いる。

A
4
Ａ－２－（１）－②　利用者の心身の状況に応じたコミュ
ニケーション手段の確保と必要な支援を行っている。

ａ

緊急時の連絡においてはあらかじめ、電話、
FAX、メールなど、利用者に最も伝わりやすい連
絡手段を確認している。利用者の日々の仕事や
生活上の相談なども同様に、本人に伝わりやす
いメモパッド、手話などを使い、筆記が難しい
利用者には「〇・×」の選択肢で答えられるよ
うに意思疎通をはかっている。スマートフォン
やICレコーダーの他、利用者独自のオリジナル
な漢字でのやり取りなど、個々に応じたコミュ
ニケーション手段を利用者が選択できるように
事業所は備えている。

A
5
Ａ－２－（１）－③　利用者の意思を尊重する支援として
の相談等を適切に行っている。

ａ

意思を発信することが苦手な利用者に対しても
常にアンテナを張り、仕事以外の部分でも可能
な限り意思を汲み取るように職員は心掛けてい
る。昼食時には職員が食堂内で見守り、調味料
やお茶などの声掛けをしながら利用者の様子か
ら表情を読み取りコミュニケーションを図って
いる。定期的に「お話ししていいですか？」と
言ってくる利用者や、急な相談においても個室
で対応している。

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

１－（１）　自己決定の尊重

１－（２）　権利侵害の防止等

Ａ－２　生活支援

２－（１）　支援の基本

評価対象　障がい者・児施設　内容基準
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

A
6
Ａ－２－（１）－④　個別支援計画にもとづく日中活動と
利用支援等を行っている。

ａ

個別支援計画作成時の面談において、具体的な
要望・ニーズを聞き取り、選択肢が拡がるよう
な情報提供を行った上で計画を作成し、支援し
ている。リハビリ的な事を取り入れたほうが良
い利用者へは、仕事内容に反映するようにして
いる。機能訓練が必要な利用者へは、近隣の医
療機関と連携を図りながら作業に取り入れてい
る。利用者が要望する手話、クリーニング師な
ど資格取得に向けた具体的な支援が自立支援計
画書に記載され、進捗状況を確認しながら支援
している。

A
7
Ａ－２－（１）－⑤　利用者の障害の状況に応じた適切な
支援を行っている。

ａ

外部研修、内部研修において知的障がい、精神
障がい、発達障がい、てんかんなどについて学
ぶ機会を設けている。利用者の様々な障がい特
性を理解するために、職員間での支援方法につ
いて共有できるようにしている。また、クリー
ニング工場内での利用者同士の相性、障がい特
性にも十分配慮し、日々の心身の状況変化など
があれば直ぐに検討し、配置替えや作業内容の
変更など対処している。

A
8
Ａ－２－（２）－①　個別支援計画にもとづく日常的な生
活支援を行っている。

ａ

食事の提供は保温食器を使い、できるだけ温か
い食事は温かく、冷たい献立は冷えたままに食
べられるようにしている。月に2回のセレクト食
の提供や給食アンケートが実施され、利用者か
らの要望に対応している。利用者の送迎は「送
迎マニュアル」に基づき、安全で利用者の負担
とならいよう配慮しており、安全性を徹底して
いる。

A
9
Ａ－２－（３）－①　利用者の快適性と安心・安全に配慮
した生活環境が確保されている。

ａ

休憩場所、昼食場所はそれぞれの利用者の希望
のもとに確保されている。利用者同士の物品の
貸し借りなどトラブルにつながりそうな場合
は、未然にプライバシーに配慮しながら職員が
対応している。利用者同士の相性や障がい特性
上、トラブルにつながりそうな場合には双方の
使用するロッカーの位置を移動して顔を合わせ
ないようにするなど身近な環境から整えてい
る。

A
10

Ａ－２－（４）－①　利用者の心身の状況に応じた機能訓
練・生活訓練を行っている。

ａ

個別支援計画作成時、利用者からの聞き取りに
より、それぞれの障がい特性、身体機能の課題
や目標を職員と一緒に考えている。仕事を通し
ての機能訓練、生活訓練になるように作成して
支援している。

２－（３）　生活環境

２－（４）　機能訓練・生活訓練

２－（２）　日常的な生活支援
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

A
11

Ａ－２－（５）－①　利用者の健康状態の把握と体調変化
時の迅速な対応等を適切に行っている。

ａ

「健康管理マニュアル」をもとに、体調の急変
時に対応できるように職員へ周知されている。
定期的に法人内でAEDの取り扱いの講習が行われ
ている。全ての職員がいつでもAEDを使用できる
ようにしている。

A
12

Ａ－２－（５）－②　医療的な支援が適切な手順と安全管
理体制のもとに提供されている。

非該当

A
13

Ａ－２－（６）－①　利用者の希望と意向を尊重した社会
参加や学習のための支援を行っている。

ａ

「社会生活向上マニュアル」をもとに、利用者
の社会参加、学習や資格取得に向けた支援を
行っている。法人内で独自に設けている「利用
者社会参加支援金」を活用し、資格取得や余暇
支援を含めた外出による社会参加、交流に関わ
る費用の一部を拠出し、利用者の希望や意向を
後押ししている。

A
14

Ａ－２－（７）－①　利用者の希望と意向を尊重した地域
生活への移行や地域生活のための支援を行っている。

ａ

モニタリングなども含めて、作業の休憩時間な
どでも雑談を交えて家庭での状況を把握するよ
うに努めている。家庭の状況も踏まえて、利用
者本人の意向を十分に聴き取り、相談支援事業
所と連携を取りながら、家族と同居していた自
宅から自立してグループホームへ移行した例も
ある。

A
15

Ａ－２－（８）－①　利用者の家族等との連携・交流と家
族支援を行っている。

ａ

利用者家族との連携・交流の一端として「クリ
ナース　施設だより」により施設の近況報告や
今後の計画を伝えている。サービス開始時に
は、家族との面談を施設で行っている。場合に
よっては職員が自宅へ出向き、説明などの場を
設けている。行事などで家族が施設へ来所した
際には、要望により面談室に通している。

A
16

Ａ－３－（１）－①　子どもの障害の状況や発達過程等に
応じた発達支援を行っている。

評価外

３－（１）　発達支援

２－（５）　健康管理・医療的な支援

２－（６）　社会参加、学習支援

２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援

Ａ－３　発達支援

２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援
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評価結果詳細（障がい者・児施設）

A
17

Ａ－４－（１）－①　利用者の働く力や可能性を尊重した
就労支援を行っている。

ａ

個別支援計画作成時に、具体的な働く目標や工
賃について利用者の思いや希望を、複数の職員
が一緒に聞いている。本人と計画策定者とが話
し合い、次のステップを利用者と支援者が共有
している。リハビリを兼ねて手を動かすことに
より身体機能の維持が期待できる利用者には、
可能な限り手を動かす作業工程を提供してい
る。「クリーニング師」等、資格取得を目指す
利用者へは学習支援も行いながら、仕事に対す
る意欲、工賃向上、本人が望む生活像へ繋がる
ように支援している。

A
18

Ａ－４－（１）－②　利用者に応じて適切な仕事内容等と
なるように取組と配慮を行っている。

ａ

個別支援計画作成時、仕事に対しての要望を聞
き取り、現在の働きに対する評価や今後の工賃
に対する希望などを話し合い、具体的に数値化
した目標が、個別支援計画に反映されている。
「安全衛生管理規定」を定め、健康障害、労働
災害、事故などを未然に防ぐようにしている。
夏季の工場内は高温になる職場環境のため、
2022（令和4）年度より工場内の利用者が携わる
場所にスポットクーラーを設置した。

A
19

Ａ－４－（１）－③　職場開拓と就職活動の支援、定着支
援等の取組や工夫を行っている。

非該当

Ａ－４　就労支援

４－（１）　就労支援
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